
千葉市校名検討委員会設置要綱  

（設置）  

第１条 市立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援

学校の名称を選定するため、校名検討委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。  

（組織）  

第２条 委員会は、別表第１に掲げる者をもって組織する。  

２ 委員長は、教育長の職にある者を、副委員長は学校教育部長の職に

ある者をもって充てる。  

３ 委員長は、会務を総理するとともに委員会を代表する。  

４ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長が職務を代

理する。  

５ 委員長は、必要があると認めるときは、第１項に規定する者以外の

者を出席させることができる。  

（委員会）  

第３条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。  

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができな

い。 

３ 委員会は、必要に応じて、委員以外の者を委員会に出席させて説明

を求めることができる。  

（準備会）  

第４条 委員会に準備会を置く。  

２ 準備会は、第１条の学校の名称選定に係る具体的な事項を検討し、

調整を図る。  

３ 準備会は、別表第２に掲げる者をもって組織する。  

４ 会長は教育総務部企画課長の職にある者を、副会長は教育総務部企

画課課長補佐の職にある者をもって充てる。  

５ 会長は、準備会の会議を招集し、その議長となる。  

６ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。  

７ 準備会は、検討し、調整した結果を委員会に報告する。  

８ 会長は、必要があると認めるときは、第３項に規定する者以外の者



を出席させることができる。  

（庶務）  

第５条 委員会の庶務は、教育総務部企画課において処理する。  

（補則）  

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項

は、委員長がこれを別に定める。  

附 則 

この要綱は、平成１２年６月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成１８年１２月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成１９年５月１５日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和２年１０月２３日から施行する。  



別表第１  

教育長  

教育次長  

教育総務部長  

学校教育部長  

生涯学習部長  

教育総務部総務課長  

教育総務部企画課長  

学校教育部学事課長  

 

別表第２  

教育総務部企画課長  

教育総務部総務課課長補佐  

教育総務部企画課課長補佐  

教育総務部教育職員課課長補佐  

教育総務部教育給与課課長補佐  

教育総務部学校施設課課長補佐  

学校教育部学事課課長補佐  

学校教育部教育改革推進課課長補佐  

学校教育部教育指導課課長補佐  

学校教育部教育支援課課長補佐  

学校教育部保健体育課課長補佐  

学校教育部教育センター副所長  

学校教育部養護教育センター副所長  

 


